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Ⅰ．はじめに

2011 年 7 月に大阪府泉南市の小学校のプー
ルで，小学 1 年生の男子児童が溺死する事故（以
下，「泉南事故」と表記）が発生した．事故発
生当時は水泳の授業中ではなく，夏休みの一般
開放中であった．そのため，教員はプールにお
らず，プール監視業務が泉南市教育委員会から
業者に委託されていた 1）．

泉南事故の発生を受けて，警察庁は 2012 年
6 月 25 日に，プール監視業務は警備業務に当
たると通知した 2）．当該通知では，プール監視
業務を他人に有償で委託する場合は，警備業の
認定が必要であるとともに，警備業の認定のな

い業者がプール監視業務を有償で受託した場合
は，警備業法違反として罰則の対象になり得る
ことも明記されている．

ところが，プール施設側にとって，当該通知
は「寝耳に水」であり，プール監視業務を受託
できる警備業者が見つからず，プールの営業を
断念する自治体等が相次いだ 3）．2014 年現在も
事態は改善しておらず，プールの一般開放が監
視員不足に起因して激減している状態にある．
加えて，監視員不足により警備業者への委託料
が高騰し，予算的にプールの一般開放を断念せ
ざるを得ない自治体もある 4）．

一方，一般社団法人全国警備業協会（以下，「全
警協」と略記）は，通知以前からプール監視業
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務は警備業法上の警備業務に該当し，受託者に
警備業の認定が必要だったとの見解を示してい
る 5）．同じく，警備保障新聞社は 2003 年の時
点で，「通常行われているプール監視は，（中略）

（雑踏整理，遊泳秩序維持，盗難防止等）を主
な任務とし，（中略）警備業務に当たるものと
されている」6）と解説している．ところが，明
確な注意喚起等が行われたことはなく，実際に
は警備業の認定を受けていないスイミングクラ
ブ等も参入していた 7）．つまり，2012 年の通知
以前から警備業務に該当するとみなされていた
にもかかわらず，プール監視業務は警備業務と
して実施されていなかったのだ．換言すれば，
プール監視業務を警備業務として実施する意義
は見出されていなかったということである．

それでは，なぜプール監視業務が警備業務と
みなされるのだろうか．この疑問に対して，本
稿は①プール監視業務を警備業務とみなす法的
根拠はあるのか，②プール監視業務を警備業
務として実施する上で資格の整合性は確保され
ているのか，③どのようなレトリックによって
プール監視業務が警備業務とみなされるのか，
④そのレトリックに依拠することで，どのよう
な社会的影響が波及する可能性があるのかを明
らかにすることを目的とする．

但し，本稿の意義は体育施設管理および水泳
指導管理の技術力向上に資することではなく，
社会学的な監視社会論に資することを意図して
いる．そのため，プール監視業務という営為の
背景にある安全管理の実相を究明することに力
点を置く．

以上の目的および意義に基づき，本稿では
「Ⅱ．」において警備業法とプール監視の資格に
着目し，警備業務としてプール監視業務を実施
する上での制度的な課題を確認する．そして，

「Ⅲ．」で分析視角を明確にし，「Ⅳ．」と「Ⅴ．」
でプールの危険性を考察する．その上で，「Ⅵ．」
で「危険」と「安全」という概念の結びつきを
考察し，「Ⅶ．」で結論を述べることとする．

なお，本稿ではプール監視業務の適正な実施
方法を提言することを意図しない．また，本稿
は事例研究ではなく，プール監視業務をめぐる
理論的考察に特化することから，プールにおけ

るウォータースライダーの有無，ロッカーの配
置，ベンチやパラソルの個数等といった細かい
設備や資機材の安全性には着目しない．

Ⅱ．プール監視業務は警備業務なのか

1．警備業法との整合性
警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対

策室長は，警視庁生活安全総務課長および各道
府県警察本部生活安全部長に宛て，平成 24 年
6 月 25 日付で「プール監視業務を外部委託す
る場合における警備業の認定の要否について」
を通知した．当該通知では，泉南事故について，
プール監視業務の請負業者が警備業認定を受け
ておらず，契約上必要とされていた監視員の未
配置が常態化していたことが明らかになったと
指摘されている．

本来は監視員 4 人を配置する契約であったに
もかかわらず，事故発生当時は監視員が 1 人し
か配置されていなかった．そして，当該監視員
が落とし物を処理するためにプールサイドを離
れていた際に事故が発生している．つまり，事
故発生当時は監視員が不在だったのである．

当該プールの監視業務を 2001 年度から受託
していたビル管理業者の元社長は，事故後の会
見において，委託料が安く，監視員の確保が難
しいことを数年前から何度も市に伝えていたと
説明した．また，事故発生の 6 日前にも，プー
ル利用者から泉南市教育委員会に，監視員が少
ないとの苦情が電話で寄せられていた．このこ
とから，委託者と受託者の両者とも，監視員不
足を認識していたことが明らかになっている 8）．

泉南事故の発生現場となった小学校プール
は，泉南市教育委員会がプール監視業務の委託
者であった．事故後は同様の立場にある関係省
庁や自治体等から，プール監視業務を委託する
場合に，受託者に警備業の認定が必要となるか
否かについて，警察庁に質疑が寄せられた．そ
のため，警察庁は NPO 法人日本プール安全管
理振興協会等に対し，当該通知の「別添 1」で
次のような見解を回答している

まず，他人との契約に基づき，特定の施設に
おいて，事故等の発生につながる情報を把握す
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るために活動し，情報を把握した場合には事故
の未然防止に必要な措置をとり，事故等が発生
した場合に被害の拡大防止に必要な措置をとる
場合には，警備業務に該当する．そのため，こ
のような業務を有償で行う場合には，警備業の
認定を受けていることが必要となる．

一方で，警備業法第 2 条において，警備業務
とは「他人の需要に応じて行うものをいう」と
明記されていることから，警備業務に該当しな
いプール監視業務もある．具体的には，自然人
が自己の施設を警戒する場合，法人が自己の所
有する施設を従業員に警戒させる場合，水泳の
インストラクターが水難救助を行う場合は「他
人の需要に応じて行う」とはいえないため，警
備業務に該当しない．また，他人の需要に応じ
て行われる場合であっても，ボランティアとし
て無償でプール監視が実施される場合は，警備
業務には該当しない．つまり，他人の需要に
応じて有償でプール監視業務が実施される場合
に，警備業務に該当するのである．

以上の見解は，警備業法第 2 条の「この法律
において「警備業務」とは，次の各号のいずれ
かに該当する業務であつて，他人の需要に応じ
て行うものをいう」という定義に整合している．
また，「次の各号」に挙げられた 4 種類のうち，
1 号（施設警備業務），2 号（雑踏警備業務），4
号（身辺警備業務）の業務に整合性が見出され
る．

まず，1 号は「事務所，住宅，興行場，駐車
場，遊園地等（以下「警備業務対象施設」とい
う）における盗難等の事故の発生を警戒し，防
止する業務」である．プールが施設であり，当
該施設内で「事故の発生を警戒し，防止する」
ためにプール監視が実施されることを鑑みれ
ば，プール監視業務は警備業務としての性格を
有することになる 9）．

次いで，2 号は「人若しくは車両の雑踏する
場所，又はこれらの通行に危険のある場所にお
ける負傷等の事故の発生を警戒し，防止する業
務」である．あくまでプールの混雑度によるが，
混雑状態であればプールを「人の雑踏する場所」
とみなすことができる．また，「負傷等の事故
の発生を警戒し，防止する」ためにプール監視

業務が実施されることを鑑みれば，プール監視
業務は警備業務としての性格を有することにな
る．

最後に，4 号は「人の身体に対する危害の発
生を，その身辺において警戒し，防止する業務」
である．実際に死亡事故が発生したことを鑑み
れば，プールに「人の身体に対する危害の発生」
があることは明白となっている．その危害が発
生しないように「その身辺において警戒し，防
止する」のがプール監視業務であることから，
警備業務としての性格を有することになる．

このように，警備業法第 2 条の定義において，
プール監視業務と 1 号，2 号，4 号の警備業務
との整合性を見出すことが可能であり，プール
監視業務を警備業務とみなす法的根拠を確認す
ることができる．

2．教育内容および資格との不整合性
一方で，当該通知の「別添 2」として全警協

に宛てた「プール監視業務を受託する際の警備
員の資質向上について（要請）」では，プール
監視を受託している警備業者に対し，従事する
警備員に対する十分な教育を行うとともに，契
約上求められる監視員の確保を徹底するよう要
請している．その上で，「プールにおける安全
確保に資する資格等」として，プール安全管理
者（管理主任者・管理責任者）資格，水泳指導
管理士資格，プール安全管理基礎検定，プール
管理責任者講習会，水上安全法救助員資格，ラ
イフセーバー資格が列記されている．

しかし，上記はすべて警備業に特有の資格で
はない．警備業に特有の資格としては，警備員
指導教育責任者，警備業務検定 1 級および 2 級，
機械警備業務管理者，セキュリティ・プラン
ナー，セキュリティ・コンサルタントがあるが，
プール監視業務に特化したものはない．

また，警備員の新任教育は，警備業法施行規
則第 38 条第 1 項で基本教育 15 時間，業務別教
育 15 時間と定められているが，プール監視業
務はカリキュラムに組み込まれていない 10）．つ
まり，「別添 2」の表題で「警備員の資質向上」
と明記されているにもかかわらず，本来的に警
備員はプール監視業務の資格者ではないのだ．

プール監視業務と警備業務の整合性
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そのため，警察庁生活安全局生活安全企画課
犯罪抑止対策室長は，2013 年 3 月に全警協と
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会に宛て
た「プール監視業務に従事する警備員の教育内
容について（要請）」において，警備員の業務
別教育にプール監視業務に必要な教育を組み込
むよう要請した．

具体的な教育内容として，下記の 5 つが挙げ
られている 11）．

① プール施設の構造と日常の保守，点検等に
関すること

② プール施設での安全管理体制の整備や事故
防止対策に関すること

③ プール施設での監視や緊急対処としての救
助，救護に関すること

④ プール施設での装備資機材の活用や利用者
への情報提供に関すること

⑤その他緊急事態の対応に関すること
加えて，参考資料として，「プールの安全標

準指針」が挙げられている．なお，当該指針は
「遊泳利用に供することを目的として新たに設
置する，もしくは既に設置されているプール施
設」12）を対象としている．

その中で，プール監視業務については，「プー
ル利用者の監視及び指導等を行うとともに，事
故等の発生時における救助活動を行う」と明記
されている．また，監視員の選任については，「一
定の泳力を有する等，監視員としての業務を遂
行できる者」とされ，施設規模に合わせた十分
な人数を配置する必要性が指摘されている．

しかし，教育内容および資格については，「公
的な機関や公益法人等の実施する救助方法及び
応急手当に関する講習会等を受講し，これら
に関する資格を取得した者とすることが望ま
しい」13）と明記されているが，警備業認定お
よび警備業関連資格の取得には言及されていな
い．さらに，「特に，夏季のみ使用する施設で
は，アルバイトの監視員が毎年違う人材となる
場合が多いため，教育研修カリキュラム等を準
備しておくことが必要」14）と明記されている．
つまり，監視員を担う人員として短期アルバイ
トも想定されており，警備員の配置を義務づけ
る趣旨は示されていないのだ．

このように，少なくとも教育内容と資格の上
では，警備業がプール監視業務を担う必然性は
見出せないのである．

Ⅲ．本質主義的アプローチ

以上のようなプール監視をめぐる一連の動向
は，警備業務としてのプール監視業務の不徹底

（第一段階），泉南事故の発生（第二段階），プー
ル監視の厳格化（第三段階），プール監視の厳
格化に伴う一般開放中止（第四段階）という四
段階に整理することができる．

この四段階のうち，第二段階から第四段階に
着目すれば，構築主義的アプローチ 15）によっ
て「プールの一般開放中止」という事象を社会
問題として考察することが可能となる．第二段
階がメルクマールとなる事故の発生であり，次
いで第三段階において警察庁がクレイム申し立
て者となり，最後に第四段階で社会問題が構築
されたと捉えられるからだ．

しかし，本稿で着目したいのは，第一段階に
おけるプール監視業務の不徹底である．つまり，
なぜプール監視業務が警備業務とみなされ，な
ぜ警察庁によるクレイム申し立て活動まで徹底
されなかったのかということだ．その背景には，
プール監視業務を警備業務とみなすレトリック
上の前提が存在したはずである．仮に第一段階
のレトリック上の前提を疑問視せずに，第二段
階以降の経緯を論じることに傾注すれば，プー
ル監視業務と警備業務の整合性を認めた上で論
理展開せざるを得なくなる．その結果，研究者
自身が恣意的な境界線を設定し，「オントロジ
カル・ゲリマンダリング」16）に由来する「認
識上の隠蔽作用」17）をもたらす論理展開にな
りかねない．

そこで本稿では，あえて構築主義的アプロー
チを採用せず，本質主義的アプローチ 18）によっ
てプール施設のハード面である物理的特徴と防
犯性，ソフト面である利用者と利用目的を考察
し，プールに備わる本質的な危険性を確認する．
その上で，プール監視業務と警備業務の整合性
を明らかにしていく．
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Ⅳ．プール施設の物理的特徴と防犯性

1．プールの物理的特徴
プールの本質的な危険性を考える上で，まず

はプールの物理的特徴から確認したい．とはい
え，プールの空間の細部までを詳細に確認する
と，着眼点が多岐にわたり，かえって焦点が定
まらなくなる．そこで，「水流」「水深」「生物
の有無」の 3 点に焦点化し，海水浴場の物理
的特徴との比較から見出される相違点に着目す
る．

1 点目の水流について，海水浴場では波や海
流が発生する．海水が常に流動しており，利用
者を沖へと離岸させる流れがある．加えて，時
間帯や入浴場所によって潮の満ち引きや海流が
変化することが，利用者が溺れる要因になる．
一方で，プールでは基本的に，波や海流が発生
せず，プールでは不規則な水流変化が発生しに
くい．もちろん，「流れるプール」のように人
工的に波や水流を発生させる形態もあるが，流
れに一定の規則性がある．そのため，水流とい
う観点からすれば，プールは海水浴場に比べて
利用者が溺れる可能性が低いと考えられる．

2 点目の水深について，海水浴場では窪みに
なっている箇所もあり，水深が不均衡になって
いる．利用者は窪みに踏み込んだ際に，足を取
られ転倒する，もしくは沈むことにより，溺れ
る可能性がある．造成済みの人工海岸であれ
ば，窪みを埋める等の施工によって均されてい
るが，波や海流によって常に浸食されるため，
水深の均衡性を維持することは極めて困難であ
る．一方で，プールでは水深が明示されており，
水深に均衡性がある．海水浴場のような波や海
流による浸食がないことから，常に水深の均衡
性が維持されている．そのため，水深という観
点からすれば，プールは海水浴場に比べて利用
者が溺れる可能性が低いと考えられる．

3 点目の生物の有無について，海水浴場では
クラゲ等の海洋生物に接触し，噛まれる，もし
くは刺されることで死傷する可能性がある．ま
た，命に別条がない程度の軽傷であったとして
も，噛まれたり刺されたりすることで体勢を崩
し，溺れを誘発する可能性がある．一方で，プー

ルには海洋生物がいないため，噛まれる，もし
くは刺されることで死傷する可能性は皆無に等
しい．そのため，生物の有無という観点からす
れば，プールは海水浴場よりも体勢を崩して溺
れる可能性が極めて低いと考えられる．

以上のような物理的特徴から，海水浴場には
ライフセーバーや海上保安庁等のプロフェッ
ショナルによる監視体制が敷かれる．しかし，
プールは海水浴場と比べて溺れる可能性が低い
ことから，ボランティアやアルバイト等のノン
プロフェッショナルが監視することも多くなり
やすい．そのため，プール監視業務を専門化し，
警備業務として実施すべき必然性が見出されな
かったと考えられる．

2．プール施設の防犯性
プールの本質的な危険性を考える上で，次

に確認したいのはプール施設の防犯性である．
プールの物理的特徴と同様に，プールによって
間取りや設置物等の配置が異なるため，個別性
を考慮して空間の細部までを詳細に確認する
と，着眼点が多岐にわたる．そこで，プール施
設に共通して存在する「プール水槽」「プール
サイド」「更衣室およびシャワー室」を着眼点
としたい．これらの空間は，水着姿もしくは全
裸・半裸姿になる空間であることから，次の 2
点を警戒する必要がある．

1 点目は，盗難被害である．通常の外出時で
あれば，財布，腕時計，宝石類等の貴重品は身
に着けるか，鞄に入れて持ち歩くことが多い．
しかし，プール水槽に入る際はこれらを身につ
けることができず，必然的にロッカーやプール
サイドに置くため，一時的に目を離すことに
なる．もちろん，施錠可能なロッカーに収納す
るか，プールの受付に預ける等の対策をとれば
盗難の可能性を低減させられるが，学校プール
の一般開放では施錠可能なロッカーを設置した
り，受付に人員を配置することが困難な場合も
多いと考えられる．そのため，窃盗被害を防止
するための対策が必要になる．

2 点目は，窃視および盗撮被害である．更衣
中および水着着用中は生肌の露出が多くなるた
め，プール施設内だけでなく，施設外からの窃
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視や盗撮にも警戒が必要になる．特に屋外の学
校プールは，遮蔽材となるフェンス等の寸法が
小さい場合もあり，立地条件に応じてプール施
設外周における異常の有無を確認できる対策も
重要である．

これらの被害を防止するためには，プール施
設内外の監視性を高めなければならない．しか
し，更衣室等は監視カメラの設置が困難であり，
定期的に異常の有無を確認するためには人的な
巡回に重点を置かざるを得ない．この人的な巡
回をプール施設管理者や無償ボランティアが実
施する場合は警備業務に該当しないが，有償で
委託する場合には警備業務に該当する．

以上の 2 点は，海水浴場だけではなく，温泉
や銭湯といった入浴施設にも共通する．しかし，
プールの場合は海水浴場と異なり，施設の管理
責任が生じる 19）．また，温泉や銭湯よりも施設
規模が大きい場合もあり，監視すべき箇所が広
範かつ多岐にわたる．そのため，監視体制を整
える必要性が認められるのである．この監視業
務を有償で委託する場合には施設警備業務に該
当することになる．但し，施設関係者や無償ボ
ランティアによって監視業務を実施すれば警備
業務に該当せず，警備業務として実施すべき必
然性も見出せない．

Ⅴ．プールの利用者の特徴と利用目的

1．プール利用者の特徴
これまではプールの物理的特徴および防犯性

の観点から施設のハード面を確認したが，次に
プールの利用者と利用目的という観点からソフ
ト面を確認していく．ここでは，水泳授業およ
び水泳部の活動の場合と，一般開放の場合を区
別して，プール利用者の特徴の違いを明確にし
ておきたい．

まず，水泳授業の場合，利用者の固定性が高
いことが特徴として挙げられる．利用者である
児童および生徒は学級等の単位でグループ化さ
れており，学校教育課程における就学者として
の立場でプールを利用する．主な利用目的の中
に，体力および泳力の向上が含まれることから，
監視者である教員も指導的立場から利用者を統

率する．
利用者が就学者であるということは，教員が

各利用者を識別可能であることを意味する．そ
のため，統率をとりやすい体制のもとで授業が
進行する．さらに，泳力に応じて事前にカリキュ
ラムを変更する等の措置を講じることで，溺れ
る可能性を低度に抑えることが可能となる．教
員だけではなく，他の利用者も，周囲の者の泳
力，体調，性格等を知った上でプールを共同利
用することから，プール水槽内での溺れや体調
不良等の異常が早期に発見されやすい．

また，厳密にいえば課外活動に該当するが，
水泳部であれば競技者としての立場でプールを
利用することになる．水泳部の場合，利用者は
基本的に水泳部員であり，水泳大会において戦
績を挙げるために，体力および泳力の向上を主
な目的としてプールを利用する．基本的には水
泳授業と同様の特徴が挙げられるが，利用者の
泳力は水泳授業よりも高いと想定されることか
ら，水泳授業よりも溺れる可能性は低いと考え
られる．

一方で，一般開放の場合，利用者の流動性が
高いことが特徴として挙げられる．利用者は不
特定多数であり，各利用者を監視員が識別する
ことが困難である．同時に，監視員だけではな
く，他の利用者も周囲の者の泳力，体調，性格
等を知らないまま，プールを共同利用する．そ
のため，属性の異なる集団がプール水槽内に混
在することになり，他者の行動に干渉しないよ
う，他者に対する無関心を心がけるようになる．
また，個人利用者については，他の利用者との
共同性を持たない状態でプールを利用すること
も考えられる．つまり，水泳授業の場合は同時
にプールを共同利用する人々が固定的な共同性
を有するのに対して，利用者に流動性がある一
般開放の場合は，集団ごともしくは個人ごとに
孤立し，他者との共同性が希薄な状態になる．
そのため，プール水槽内での溺れや体調不良等
の異常が早期に発見されにくくなる．

このように，水泳授業や水泳部の活動とは異
なり，一般開放の場合は異常を早期に発見する
ために，プロフェッショナルによる監視業務が
要請されるのである．但し，要請されているの
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は救急救命に関する内容であり，警備業務との
整合性を見出しにくいことから，プール監視業
務を警備業務とみなす論拠にはならない．

2．プールの利用目的
次に，プールにおける利用目的についても確

認する．ここで着目すべき点は，「プールの安
全標準指針」に明記された「遊泳利用に供する
ことを目的として」である．

遊泳利用であれば，利用者の年齢や性別等の
属性に多様性が生じ，就学者であっても学校教
育課程に含まれることなくプールを利用する．
つまり，消費者としての立場でプールを利用す
るのである．

消費者について，ボードリヤールは「消費者
たるかぎりでは，ひとは再び孤立し，バラバラ
に細胞化し，せいぜいお互いに無関心な群衆に
なるだけである」20）と述べた．つまり，利用
者は消費者としての立場であるがゆえに，他者
に対する共同性が希薄になり，他者に対して無
関心になるのだ．そのため，教員が指導的立場
から利用者を統率するのとは異なり，監視員は
個々の利用者や集団が異常なくプールを利用し
ている様子を確認するのが主な役割となる．

それでは，消費者としての利用者が目的とす
る「遊泳」には，どのような特徴があるのだろ
うか．その特徴を考える上で，遊泳に含まれて
いる「遊び」の側面に着目する．カイヨワは「遊
び」を「競争」「偶然」「模倣」「眩暈」の 4 つ
に分類している 21）．例えば，主に水泳部の活動
にみられる「競泳」であれば，速さを競うこと
から「競争」の遊びとしての側面が表面化しや
すい．しかし，一般開放の遊泳利用であれば，
水泳，水球，浮遊，潜水等の多様な遊びが行わ
れることから，競争とは異なる側面も表面化す
る．そのため，どのような遊びにも共通して表
出する側面に着目しなければならない．

そこで挙げられるのは，「眩暈」の遊びである．
どのような遊びであれ，プールに入水した時点
で水力（水圧）の影響を受け，呼吸や身体行動
の自由も制限される．そのため，地上での活動
とは異なる圧迫感や浮遊感を体感することが可
能となるのだ 22）．

ところが，カイヨワは「眩暈は，殆ど直ちに
死の危険を伴う．眩暈を人工的に起こすような
遊園地の機械については，すべての事故の危険
を取り除くよう，厳しい予防措置が取られてい
る」23）と述べている．そのため，プールにお
ける眩暈の遊びは人体への負荷が大きく，意識
混濁や呼吸困難等が生じる可能性があることか
ら，事故の危険を取り除く予防措置が必要にな
るのだ．また，事故発生時には直ちに死亡する
可能性があることから，救急救命も必要となる
場合が想定される．

以上のように，海水浴場だけでなくプールに
おいても，救急救命法を習得したプロフェッ
ショナルによる監視業務が要請されるのであ
る．但し，プール利用者の特徴と同じく救急救
命に関わる要請であり，プール監視業務を警備
業務とみなす論拠にはならない．

Ⅵ．一般化された概念としての警備業務

1．「危険」および「安全」との概念的結合
警備業務の主な内容は「人の生命，身体，財

産等を守る」24）ことであり，警備業法上の整
合性が認められることから，プール監視業務を
警備業務に含めることは不適当ではない．また，
プール施設の防犯性を高めることを目的に含め
た上で，プール監視業務を有償で委託した場合
には施設警備業務に該当すると考えてよい．

しかし，「人の生命，身体，財産等を守る」
という内容は，警備業務の趣旨を一般化した概
念であり，プール監視業務を含み込む半面，教
育内容と資格の上では警備業務との整合性が確
保されていなかった．また，プール監視業務の
必要性が認められたとしても，それを警備業務
とみなす論拠にはならなかった．そのため，プー
ル監視業務は警備業務として徹底されないまま
泉南事故が発生し，プールが「危険」であるこ
とが表面化したことで，プールの「安全」を確
保するための専門化が急務となったのだ．そこ
で，監視体制を強化するために，ライフセーバー
等のプロフェッショナルを監視員にするととも
に，監視員の人員配置を徹底すれば，教育内容
と資格の上で整合性が認められたであろう．つ
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まり，実質的にプール監視業務が警備業務とみ
なされていなかったことを鑑み，プール監視業
務と警備業務を分離するという選択肢も存在し
たのである．

ところが，プールの物理的特徴，プール施設
の防犯性，プール利用者の特徴，プールの利用
目的を考察せず，警備業の教育内容と資格の整
合性も度外視したまま，法的根拠である警備業
法上の整合性のみを論拠にして警備業務として
の徹底化が図られた．このような条件下では，
資格手当等の技能水準を考慮した給与額を確保
することも困難である．その結果，委託料が高
騰したにもかかわらず，監視員不足に陥りプー
ルの一般開放中止が続発するという事態を招い
たのである．

それでは，なぜ警備業法上の整合性が，プー
ル監視業務を警備業務として徹底化する論拠に
なり得るのだろうか．その要因として考えられ
るのは，多種多様な警備業務を一般化した「人
の生命，身体，財産等を守る」という概念が，
抽象的な概念であるがゆえに，他の抽象的な概
念と結びつきやすいということである．

警備業法上の整合性を論拠にすると，「人の
生命，身体，財産等を守る」という警備業務の
一般化された概念と，「危険」と「安全」とい
う概念が，抽象的な概念のまま結びつく．とこ
ろが，その内実は，人の生命，身体，財産等を
守る警備業務であれば，プールにおける生命，
身体，財産等の危険に対応することが可能であ
り，利用者の生命，身体，財産等の安全を確保
することができるという，抽象的な概念によっ
て構成されたレトリックにすぎない．このよう
な具体性を欠いたレトリック上の前提で，プー
ル監視業務は警備業務とみなされたのである．

具体的に，プールの物理的特徴，プール施設
の防犯性，プール利用者の特徴，プールの利用
目的を鑑みると，「防犯」と「救急救命」の側
面で次のように論点を整理することができる．
まず，防犯の側面では，盗難や窃視・盗撮被害
の危険性があるにもかかわらず，監視カメラ等
の機器を設置しづらい空間であることから，人
的な監視業務が実施されることに意義が認めら
れる．

また，救急救命の側面では，利用者以外の視
点で異常が早期に発見されやすくなることか
ら，人的な監視業務が実施される意義が認めら
れる．海水浴場と比べてノンプロフェッショナ
ルによって監視することが多くなりやすいプー
ルにおいて，利用者は生命および身体の危険を
伴う「眩暈」の遊びを求める．しかし，他者と
の共同性が希薄な利用者たちは，他者に対して
無関心の態度をとりやすいことから，異常が早
期に発見されにくくなる．そのため，利用者以
外に監視を担う人員が必要になる．

しかし，「防犯」と「救急救命」の両側面か
らプール監視業務の意義は認められるが，警備
業務として実施されるべき必然性は見出せな
い．このように，具体性を欠いたレトリック
上の前提をもとにして，プール監視業務を警備
業務として実施する意義が見出されないまま，
プール監視業務は警備業務として徹底されたの
だ．その結果，プール監視の厳格化に不整合が
生じ，その不整合への対応が極めて困難であっ
たことから，プールの一般開放が監視員不足に
起因して激減する事態に陥ったのである．

2．概念上の警備業万能論
さらに注目すべき点は，警備業務の主な内容

である「人の生命，身体，財産等を守る」とい
う一般化された概念は，人類のあらゆる活動と，
その活動が実施されるあらゆる空間に適用可能
な広汎性を有するということである．換言すれ
ば，「人の生命，身体，財産等」が危険にさら
される活動および空間のすべてが，警備業務も
しくは警備対象になる可能性があるということ
だ．つまり，概念上，警備業は極めて万能性が
高いのである．このような警備業の性質を「概
念上の警備業万能論」とする．

そうなると，2014 年現在は警備業務として
実施されていない安全確保の活動も，警備業務
として徹底化が図られる可能性があることが示
唆される．概念上，「人の生命，身体，財産等」
の絶対的安全が認められない限り、警備業が介
入する余地が存在するからだ．

例えば，山岳ガイドは登山者の依頼に応じて
案内業務を実施するだけではなく，登山者の生
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命および身体の安全管理も担う．また，ベビー
シッターも他人の需要に応じて子どもを預かる
サービスであり，子どもの生命および身体の安
全管理が重要視される．これらは 2014 年現在
では警備業務に含まれていないが，警備業法上
の整合性があり，4 号業務に該当する側面を有
する．その一方で，教育内容と資格の上では，
警備業が山岳ガイドやベビーシッターを担う必
然性は見出せない．しかし，プール監視業務を
警備業務とみなすのであれば，これらも同様の
レトリックで警備業務とみなすことが可能にな
る．

このように，概念上の警備業万能論によって，
多種多様な活動が警備業務の範疇に含み込まれ
てしまうのである．教育内容や資格の整合性を
考慮し，警備業務として実施する必然性の有無
を検討しなければ，あらゆる社会的活動が警備
業務による監視対象となり，監視員不足に起因
する混乱を引き起こすことになりかねない．

ところが，プール監視業務については，教育
内容と資格の整合性がなく，警備業務として実
施する必然性がないことが明らかであったにも
かかわらず，警備業務としての実施が徹底化さ
れた．つまり，プール監視業務は，物事の本質
的な危険性を考察せず，警備業務として実施す
る意義も度外視したまま，概念上の警備業万能
論によって警備業務とみなされた実例なのだ．
プール監視業務をめぐる一連の動向には，概念
上の警備業万能論による安全確保の実相が反映
されているのである．

Ⅶ．結論

プール監視業務は 2011 年 7 月の泉南事故以
前からプール監視業務は警備業法上の警備業務
に該当し，受託者に警備業の認定が必要だった．
しかし，実質的にプール監視業務は警備業務と
して実施されていなかったことから，警備業務
として徹底化された．

しかし，プール監視業務と警備業務には，警
備業法第 2 条において整合性が認められる半
面，教育内容と資格の上では整合性が認められ
なかった．そこで，プールの本質的な危険性を

踏まえ，警備業務として実施される必然性の有
無を考察するために，本稿では本質主義的アプ
ローチを採用した．まず，プールの本質的な危
険性を明らかにするために，プール施設のハー
ド面である物理的特徴と防犯性，ソフト面であ
る利用者の特徴と利用目的に着目した．いずれ
も，プール監視業務の必要性は認められたが，
警備業務としてプール監視を実施する必然性は
見出されなかった．

そうであるにもかかわらず，プール監視業務
が警備業務として徹底化された背景には，「人
の生命，身体，財産等を守る」という警備業務
の一般化された概念と，「危険」と「安全」と
いう抽象的な概念を結びつけただけの具体性を
欠いたレトリック上の前提があった．この前提
に依拠すれば，概念上，警備業は万能であり，「人
の生命，身体，財産等」の絶対的安全が認めら
れない限り警備業が介入する余地が存在する．
そのため，あらゆる活動が警備業務とみなされ，
その空間が警備業務の対象になる可能性が生じ
ることになる．そして，その実例がプール監視
業務であり，プールの一般開放中止の続発とい
う事態を招いたと考えられるのである．

但し，今後の課題も残されている．本稿は理
論的考察であり，過去の事故事例の検討や，プー
ル関係者および警備業者等への調査を実施して
いない．そのため，概念上の警備業万能論によっ
てもたらされた変化をデータによって裏づけて
いない．本稿で考察したプールの本質的な危険
性をどのように実証するか，また，その危険性
に対する事故防止策を警備業務とみなす必然性
をどのように実証するかを考えることが今後の
課題である．
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